
新電子申請システムの概要



 現行の手帳申込申請と同様に、その他の手続きについても専用サイトに入力し支部に提出前に簡易的なエ
ラーチェックを実施した上でオンライン申請が可能。一部の手続きについてはガイドに沿って作成した申
請様式を印刷して提出（手帳等の添付書類については、現行どおり送付が必要）。

 ＣＣＵＳとバックヤード連携するため、「現場・契約情報」「施工体制情報」「就業履歴」のＣＣＵＳと
の連携に係るデータファイルの受渡しが不要（一括作業方式）。

 ＣＣＵＳの技能者向けアプリ（建キャリ）で、建退共の掛金納付状況を確認可能。

 スタンドアロンの就労ツールをWeb化することで、元請・下請間のデータの受け渡し、専用サイトへの就
労実績データの連携に係るデータファイルの受渡しが不要。

 元請と協力会社で、「同じ工事情報」「同じ就労実績情報」を閲覧し作業するため、修正内容や作業状態
をリアルタイムに確認可能。

 データチェックに必要な情報を専用サイトに置き、掛金納付時のエラーチェックに２営業日必要だった期
間を当日中に短縮。

 Windows以外のＯＳのパソコンやスマートフォンでも操作可能。

建退共では、機器のリースアップや耐用年数に併せて、概ね５年ごとにシステムの大規模改修を実施。
電子ポイント方式のシステム機器については、2025年（令和７年）９月にシステムの大規模改修を実施。
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１

 ホームページをリニューアルし、専用サイトとデザインを共通化し、使い勝手を向上。

就労ツールをWeb化し、電子申請専用サイトと一体化

２ ＣＣＵＳとの連携強化による使い勝手の向上

３ オンライン申請できる手続きを大幅に拡充

４ 建退共ホームページと専用サイトのデザインの共通化

新電子申請システムの概要



１

元請
一次 二次

①就労実績を
報告しました。②就労実績を

報告しました。

③就労実績を
確認しました。

ポイント
 就労報告の作成・修正をリ
アルタイムに反映

 上位会社が下位の就労報告
を代理入力することも可能

 被共済者番号等は随時
チェックしており充当時の
手戻りを回避
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 スタンドアロンの就労ツールをWeb化することで、元請・下請間のデータの受け渡し、専用サイトへの就
労実績データの連携に係るデータファイルの受渡しが不要。

 元請と協力会社で、「同じ工事情報」「同じ就労実績情報」を閲覧し作業するため、修正内容や作業状態
をリアルタイムに確認可能。

 データチェックに必要な情報を専用サイトに置き、掛金納付時のエラーチェックに２営業日必要だった期
間を当日中に短縮。

 Windows以外のＯＳのパソコンやスマートフォンでも操作可能。

就労ツールをWeb化し、電子申請専用サイトと一体化

就労実績報告作成ツールのWeb化



２

 ＣＣＵＳとバックヤード連携するため、「現場・契約情報」「施工体制情報」「就業履歴」のＣＣＵＳと
の連携に係るデータファイルの受渡しが不要（一括作業方式）。

 ＣＣＵＳの技能者向けアプリ（建キャリ）で、建退共の掛金納付状況を確認可能。

ポイント
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ＣＣＵＳとの連携強化による使い勝手の向上

ＣＣＵＳとの連携強化

 CCUSの就業履歴データを
手間なく専用サイトに
取り込めすぐに充当可能

建キャリアプリ利用者数26,014人
のうち、建退共加入者数6,744人
（うち最大退職金額が927万円の
技能者も）



 現行の手帳申込申請と同様に、その他の手続きについても専用サイトに入力し支部に提出前に簡易的なエ
ラーチェックを実施した上でオンライン申請が可能。一部の手続きについてはガイドに沿って作成した申
請様式を印刷して提出（手帳等の添付書類については、現行どおり送付が必要）。
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ポイント
 オンラインで手間なく申請が可能
 記載ミスや不備等を提出前に確認可能
 必要な添付や郵送先をシステムで指示し
てくれるため、迷わず提出可能

３ オンライン申請できる手続きを大幅に拡充①

オンライン申請の拡充
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３ オンライン申請できる手続きを大幅に拡充②

オンライン申請の拡充

契約に関する申請 共済手帳に関する申請 移動通算に関する申請

共済契約申込(※1) 共済手帳の更新申請 申出人が共済契約者となる移動通算申請

建退共退職金共済手帳申込 掛金助成手帳の更新申請 申出人が被共済者となる移動通算申請(※2)

共済契約者住所・名称（氏名）などの変更申請 共済手帳紛失による再交付申請
共済契約の解除申請 共済手帳棄損による再交付申請

被共済者の氏名・住所変更申請

共済手帳の重複申請

共済手帳の返納申請

掛金助成手帳の返納申請

返納手帳の再交付申請

退職金請求 事務受託に関する新瀬 その他

退職金請求(※2) 共済契約者証（事務受託者証）交付申請 オンライン申請汎用申請

※1 新規の共済契約申込については、「新規共済契約申込サイト」より申込可能。
※2 退職金請求と申出人が被共済者となる移動通算申請については、「被共済者用サイト」より申込書の作成が可能。

 電子申請専用サイト(一部を除く)より下記の申請内容がオンラインでの申請・申請書類の作成が可能となる。
 黄色部分は、従来よりオンライン申請を受け付けていたもの。



 ホームページをリニューアルし、専用サイトとデザインを共通化し、使い勝手を向上。（ホームページは令和８年３月中に更改予定）

デザインが最近よく
見かけるホームペー
ジのようで見やすく
なったね！

専用サイトとホーム
ページの操作が共通
化されて使いやすく
なったね！

スマホでも見やすい
画面になったね！

ポイント
 デザインを共通化するこ
とで操作性向上

 スマホやタブレットで閲
覧する際にはそれぞれの
端末で最適化して表示
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４ 建退共ホームページと専用サイトのデザインの共通化

デザインの共通化


